
S： 計画に基づいた活動が行われ、十分に達成された。
A ：概ね計画に基づいた活動が行われ、ほぼ達成されている。
B ：計画に基づいた活動の達成がやや不十分である。
C： 計画に基づいた活動の達成が不十分であり、改善すべき点が多い。

新潟薬科大学第３次中期目標・中期計画（2018～2020年度）達成度 点検・評価表

分野 実行計画
達成度

自己評価
実行計画

達成度
自己評価

実行計画
達成度

自己評価
大学評価
室評価

教育 1-1

本学の掲げる理念・目的やビジョン
を実現するため、教育の内部質保証
システムを構築し、恒常的・継続的
に教育の質の保証と向上に取り組
む。

①
全学的な内部質保証体制の構築と、各種
方針・規程類や手続きの整備を進める。

・内部質保証に関する方針を定め、本学の
内部質保証に関して各組織の役割を体系化
する。

B

・前年度定めた内部質保証に関する方針等に
ついて、学内説明会等を通じて共有を図る。
・内部質保証システムの運用を開始し、機能
させる。
・システムの適切性を評価する方法を策定
し、点検・評価を行う。

B

・内部質保証システムを適切に機能させる
ため改善・向上に取り組む。

A

内部質保証に関する方針の策定スケジュールが大きく遅
れたが、自己点検・評価活動を基盤とした本学の内部質
保証体制は確立したと言える。点検・評価プロセスの見
直しや関連規程の改正、追加制定など内部質保証システ
ム自身の点検・評価・改善にも取り組んでおり、概ね計
画に基づいた活動が行われ、ほぼ達成した。

A A

②

学生の学習成果や学習態度の変容等を適
切に把握するため、各種調査（学生、卒
業生、就職先等）の目的や実施手法を見
直す。

・ステークホルダーに対するアンケート調
査項目を設定する。
・ディプロマポリシーにつながる学修成果
を記録するポートフォリオの構築基準を検
討する。

B

・ステークホルダーに対するアンケート調査
を実施する。
・学修成果ポートフォリオの運用を開始す
る。

C

・アンケート調査結果を解析し、教育研究
上の問題点を炙り出す。
・学修成果ポートフォリオの運用に関して
点検・評価を行う。。

C

実施組織、事務部担当課の指定が広がっており、イニシ
アチブをもって進める部局を明確にできなかった。
アンケートを実施するにあたっても、ゴールを明確にし
た上でアンケート項目を設置するなど、それぞれの部局
で単独で動いても、結果を出すことは難しい。
また、「学修成果」や「学修態度の変容」など、言葉は
知っているが何を求められているのか理解できていない
教員も見られることから、教務委員を中心としたFDを実
施する必要がある。

C C

③

アドミッション・ポリシー、カリキュラ
ム・ポリシー及びディプロマ・ポリシー
を見直し、一貫性と整合性について点
検・評価するための仕組みを構築する。

・建学の精神とブランディング検討委員会
の検討結果をもとに、大学および両学部、
計3学科の教育研究上の目的と3つのポリ
シーを改訂する。

C

・改訂カリキュラムポリシーに即したカリ
キュラムへの改訂を検討する（H33年度から
の実施に向けて）。
・改訂アドミッションポリシーに即した入試
体制に変更する。
・改訂ディプロマポリシーに即した学修成果
評価法を検討し、実施する。
・教育研究上の目的および3つのポリシー自
体をチェックする自己点検評価項目を策定す
る。
・教育研究上の目的および3つのポリシーの
達成度を評価するシステムを構築する。

B

・改訂カリキュラムポリシーに即したカリ
キュラムへの改訂を検討する（H33年度か
らの実施に向けて）。
・改訂アドミッションポリシーに即した入
試体制の結果を自己点検評価し、改善につ
なげる。
・改訂ディプロマポリシーに即した学修成
果評価法導入の結果を自己点検評価し、改
善につなげる。
・自己点検評価項目に基づき、教育研究上
の目的、および、3つのポリシーを点検評
価する。

B

長年の課題であった教育研究上の目的と3つのポリシー
改正については、実施時期が大きく遅れたものの、実施
することができた。
今後、点検・評価によって検証し、入試実施体制を含め
改善につなげる必要がある。

A A

1-2
入学前から卒業後までのきめ細やか
な学生対応を行うことで、満足度の
向上を図る。

④

学生が学習に専念し、安定した学生生活
を送ることを目的とした「学生支援に関
する大学としての方針」を策定・明示す
るとともに、点検・評価を行うことで改
善・向上に向けて取り組む。

・学生支援に関する大学としての方針を策
定する。

A

・学生支援に関する方針の策定にともない、
学生支援総合センター内で自己点検・評価す
る体制を整備する。

B

・各部門学生支援体制をより機能させるた
め、点検・評価結果に基づき改善・向上に
取り組む。

B

・学生支援に関する大学としての方針を制定し、方針に
則って、学生支援総合センターでは学生支援を行って来
たが、明確な点検評価方法の制定までは至らなかった。
しかしながら、学生支援総合センターの5つの部門から
定期的な報告を求め、センター会議が中心となって必要
があれば改善を依頼するなど各部門が担当する業務等の
点検評価体制は整いつつあると考える。
次年度以降は、現行の体制をさらに改善し、よりよい学
生支援を提供して行きたい。

B B

⑤

成績情報のみならず、面談時のヒアリン
グ結果等を含めた学生の状況を効率的に
集約・把握できる環境を整備するととも
に、ドロップアウト学生（予備群含む）
の原因を分析し、これを予防・抑制する
ための対策を講じる。

・各学部で行っている取組みを集約・整理
し、学生の状況を効率的に把握できる環境
を整備する。

【データ主導型学修支援プロジェクト（仮
称）】
・学内説明会を通じてプロジェクトの概要
を紹介するとともに、学習支援制度を含め
た現在の問題点等を共有する。
・学生及び教員向けのアンケート項目を確
定する。
・必要となるデータを洗い出し、収集法を
確立する。

A

・ドロップアウト学生の原因分析及び抑制の
ための対策を決定する。
・決定した対策を試験的に運用し、評価・点
検を行う。

【データ主導型学修支援プロジェクト（仮
称）】
・学内説明会を通じてプロジェクトの概要や
アンケート、ＡＩ予測値等に対する理解醸成
を図る。
・データ収集を開始し、必要に応じて追加・
修正等について検討する。

C

・対策に対する評価・点検に基づき、改
善・向上に取り組む。

【データ主導型学修支援プロジェクト】
・学内説明会を通じてプロジェクトの概要
やアンケート、ＡＩ予測値等に対する理解
醸成を図る。
・システムの適切性を評価する方法を策定
し、点検・評価を行う。

C

実施組織、事務部担当課の指定が広がっており、情報の
共有や活動実態の明確化が円滑に行われていないこと
や、イニシアチブをもって進める部局を明確にできてい
ないことが、計画の達成につながらなかった主因と考え
ている。薬学部においては今後、薬学教育センターこの
任を担うことになるが、応用生命科学部においても担当
する組織の構築が急務である。

C C

⑥

多様な学習歴を持つ入学者を受け入れる
状況の下、高大接続の観点を含めた入学
前教育と低学年次のリメディアル教育を
効果的に展開するための学習支援体制を
整備する。

・各学部教務委員会がプロジェクトチーム
を作り、入学前教育から低学年時のリメ
ディアル教育につなぐ学力向上・学習意欲
の向上に向けた『シームレス教育』体制を
構築し、始動する。

B

・実施した『シームレス教育』を点検・評価
し、改善への礎とする。

B

・『シームレス教育』を享受した学生の学
力・学習意欲調査を行い、『シームレス教
育』を改善する。

B

両学部において、入学前教育、リメディアル教育が実施
されているが、それぞれの委員会主導による単発となっ
ており、学内の組織的な繋がりを見ることができていな
い。組織横断的な対応を行う必要がある。
また、各教育において、実施のみに留まっており、実施
の検証およびその後の対応がなされていない。十分な検
証をした上で、実施方法の改善、受講者個々への対応を
検討していく必要がある。

B B

⑦
高大接続の観点を含めて、「学力の３要
素」を多面的・総合的に評価する入学者
選抜を実施する。

・「平成33年度大学入学者選抜実施要項の
見直しに係る予告」を踏まえ全学的な検討
を開始し、新制度の入試実施案を決定す
る。

A

・新制度の入試実施について、公表する。
・入試関連施策方針に基づき、全学及び各学
部において具体的な入試実施のための準備を
進める。
・具体的な広報に向けて、広報媒体(募集要
項、大学案内等)を整備する。

A

・新制度に則った入試広報を実施
・新制度に則った入学試験（2021年度入
試）の実施

A

・「学力の3要素」をアドミッションポリシーに沿っ
て、さらにわかりやすい入学者選抜方法を検討していく
必要がある。
・2023年度入試からは新設学部2つを加えて、4学部5学
科の体制となる。選抜方法を抜本的に見直していくこと
が必要である。

A B

⑧

ＡＩ（人工知能）を教育現場に活かすた
めの方策やeラーニングを含むＩＣＴ教育
の在り方を検討し、既存の教育システム
と合わせて効果的な取組を展開する。

・既存のICT活用教育の利用状況調査を行
い、問題点を炙り出す。
・AIを活用した社会連携教育シミュレー
ションプログラムの構築を検討する。

C

・既存のICT活用教育の改善とコンテンツの
拡充を行う。
・AIを活用した社会連携教育シミュレーショ
ンプログラムを構築する。

C

・既存のICT活用教育の改善に努めるとと
もに、『シームレス教育』への活用法を探
る。
・AIを活用した社会連携教育シミュレー
ションプログラムを実施し、検証する。

C

既存システムの整理、必要有無を含めた調査のみでも進
めるべきであった。

C C

1-3
ＦＤ活動を通じて教育力の向上を図
る。

⑨
教育内容や教育方法の改善を図ることを
目的とした研究科独自のＦＤ活動を実施
する。

・研究科の目指す教育について教員間で意
見交換を行い、教育の方向性を決定する。

B

・教育の実質化を目指した教育内容への改変
を検討する。
・研究科教育に関する他国・他大学の事例を
学習する。

B

・教育の実質化を目指した教育内容を実施
する。
・研究科教育に関する他国・他大学の事例
を学習する。

S

2020年度においては、全学、両学部、両研究科において
FDを実施することができた。
教育内容や教育方法の改善を図ることを目的として
ティーチング・ポートフォリオ（TP）の作成講習会を実
施し、一部を除く教員がTPを作成し教員間で共有したこ
とは、大きな前進である。
FD活動終了後のアンケート結果を分析し、ニーズの高い
FDを実施したい。 S S

⑩

ＦＤ活動のテーマとして、授業外学習を
促す授業運営等、「学生の学習意欲向上
のための教育手法の在り方」を取り上
げ、効果的な教育手法に係る事例発表や
ディスカッションを行う。

・「学生の学習意欲向上のための教育手法
の在り方」を学習するFD講演会・研修会を
企画・実施する。

B

・教員有志を募り、授業外学習を促す授業を
実施し、その効果について検証すると同時
に、その情報を他の教員と共有する。

B

・実施内容の点検・評価を行い、その情報
を教員間で共有すると同時に、授業外学習
を促す授業を実施する教員を増やす。
・先導的教育推進センターを立ち上げ、新
教育手法の導入に向けた相談・準備を行
う。

B

担当部門や担当者が明確でなかったこともあり、中期計
画に掲げられた、『授業外学習を促す授業運営等、「学
生の学習意欲向上のための教育手法の在り方」』をテー
マとしたFD次活動を企画することはできなかった。
薬学部に関しては、「学生の学習意欲および成績の向
上」を目指した薬学教育センターを立ち上げ、新教育手
法の導入に向けた準備を始めた。応用生命科学部におい
ても同様の組織の設立が期待される。
コロナ禍において、ディスカッションを含む研修は難し
いが、オンライン化するなど工夫し、より効果が高いＦ
Ｄを企画したい。

B B

⑪
新入教員（採用後３年以内や博士号を取
得したばかりの教員）に向けた研修会を
開催する。

・研修会の内容を検討し、研修プログラム
を構築する。

C

・研修プログラムを実施し、アンケート等を
通して内容の自己点検評価を行う。

B

・研修プログラムを改善する。

S

実施できたことは評価できる。隔年ごとの開催となる
が、アンケート結果等を参考にブラッシュアップし、継
続して開催したい。

A A

1-4
大学ビジョンに掲げる「貢献力」を
育むための特色ある教育メニューを
提供する。

⑫

社会連携教育を始めとする「普遍的な社
会的ニーズに応え得る本学特有の教育カ
リキュラム」を推進し、学生の社会人基
礎力や貢献力を涵養する。

・社会的なニーズは時代と共に変化するも
のであり、普遍的ではありえない。各学
部・学科に求められる当面の社会的ニー
ズ、大学に求められる社会的ニーズを整
理・検討し、『貢献力』として求められる
ものを実体化する。
・社会人基礎力を修得するためのフレッ
シャーズセミナーの内容を遂行する。

B

・中・高学年時における社会人基礎力修得の
機会を設定し、教育を始める。
・「貢献力」を身に付けるためのカリキュラ
ムを立案すると同時に、これらのカリキュラ
ムを動かし得るようにカリキュラムのスリム
化を図る。 C

・社会人基礎力修得プログラムを検証し、
改善・実施する。
・「貢献力」を身に付けるためのカリキュ
ラムを検証し、改善・実施する。

B

ポリシー改正に伴うカリキュラム改正において、新たな
科目を設置した。
「社会人基礎力」や「貢献力」を涵養するための教育プ
ログラムの教育目標・学習到達目標を明記し、カリキュ
ラム・マップやカリキュラム・ツリーを策定すると同時
に、学生に説明する必要がある。
さらに、今後、教育内容を十分に精査、検証し、それを
踏まえた改善を実施していく必要がある。

B B

⑬

新津駅東キャンパス（通称：新津まちな
かキャンパス）や4大学メディア∞キャン
パス、薬草・薬樹交流園等、多様な教育
フィールドを積極的に活用することで、
学生と社会との接点を増やす。

・各学部・学科の教育プログラムの中に社
会連携教育に関するカリキュラムを立案
し、実施に向けた準備を行う。

B

・カリキュラムを改訂・実施し、社会連携教
育を実践する。

B

・実践した社会連携教育を検証し、改善に
つなげる。

C

ポリシー改正に伴うカリキュラム改正において、新たな
科目を設置した。
しかしながら、各教務委員会における、既存科目の検
証、検証を踏まえた改善が十分には行われていない。
内容を十分に精査、検証し、それを踏まえた改善を実施
していく必要がある。 C C

1-5
国際感覚を身に付けた学生を養成す
るために、国際交流事業を展開す
る。

⑭
外国人留学生の受入れを図るため、体制
整備及び広報活動を推進する。

・「外国人留学生の受入れに関する方針」
及び「外国人留学生受入れに関する中期計
画」を策定し、学部生については平成３２
年度から同方針に基づき受入れることを全
教職員に周知する。
・外国人留学生の受入れに対応した検討事
項（学内受入れ体制案、内部規則、住宅、
日本語教育、学内設備改修、及び関係機関
調整等）を整理する。
・大学案内パンフレット（英語版）を作成
する。
・大学ホームページの英語版のうち、外国
人留学希望者層を意識したページを追加す
る。
・外国人留学希望者層への広報活動（日本
語学校訪問、日本学生支援機構（JASSO）
現地説明会参加、及び関係機関への資料送
付）を行う。
・大学間協定校との交換留学について、そ
の可能性について学内で検討し、協議先の
絞り込みを行う。
・「海外活動における安全確保に関する基
本事項」を整理する。

S

・外国人留学生の受入れに対応した学内体制
を整備する。
・大学案内パンフレット（英語版）増補版を
作成する。
・大学ホームページ（英語版）に入試情報を
掲載する。
・外国人留学希望者層への広報活動を行う。
・外国人留学生の受入れに対応した検討事項
に基づき準備を行う。
・大学間協定校との交換留学について、大学
間で協議する。
・「海外活動における安全確保に関する基本
事項」に基づき、「海外活動における安全対
策マニュアル」を策定する。 A

・外国人留学生の受入れに対応した入試を
実施する。
・外国人留学生層への広報活動を実施する
とともに、実施状況を検証する。
・「海外活動における安全対策マニュア
ル」について、必要な見直しを行う。

A

・財務状況や人的資源を勘案しつつ、本学として可能な
形での国際交流の推進に向けた各種方針や、交流実現の
ための大学間協定校の拡大、「海外活動における安全対
策マニュアル」の整備、学生支援総合センター（留学生
支援部門）と連携した外国人留学生受入れ体制の整備な
ど、これら基盤の整備を図ったことは評価できる。
・本学では学部における外国人留学生の受入れ条件とし
て、日本語による会話や理解が可能な学生であることを
前提として、連携校（中国・黒龍江農業職業技術学院）
からの留学生の受入れにつなげたほか、外国人向けホー
ムページの充実、JASSO等の留学フェアへの参加などを
通して、本学から海外への情報発信や取り組みに努め
た。
・以上のとおり、緩やかな形で、本学の規模に見合った
国際交流の推進に向けて、体制の整備を図ることができ
た。

A A

⑮
地域の外国人との交流の機会を設定する
等、多様な文化に触れるプログラムを提
供する。

・大学周辺地域に居住あるいは勤務する外
国人の動態や連絡窓口を確認する。

C

・「異文化交流プログラムの推進に関する方
針」を策定し、20202年度から実施すること
を全教職員に周知する。
・大学周辺の外国人との連絡窓口と、「異文
化交流プログラム」の実施について協議す
る。

B

・「異文化交流プログラム」を実施すると
ともに、運営状況を検証し、2021年度の計
画を策定する。

C

・「新潟薬科大学外国人留学生の受入れに関する方針」
の中に、「外国人留学生、日本人学生、教職員及び地域
住民がコミュニケーションを図り、相互理解に努めるた
め、国際交流イベントを積極的に開催する。」という中
期計画については、地域の国際交流団体の窓口との関係
構築は行えた一方、コロナ禍の影響もあり、実際のイベ
ントは実施できなかった。
・今後は、構築した地域団体との関係を基盤に、ポスト
コロナを見据え、国際交流イベントの実施に向けて準備
していくこととしたい。

B B

⑯
海外協定校への派遣学生・教職員数増や
プログラムの評価を行う等、派遣事業の
更なる充実を図る。

・国際交流に関する各種方針と連動させる
形で、国際交流事業に関する評価の在り方
を検討する。

B

・国際交流に関する各種方針に基づき、中期
計画を策定する。

C

・「国際交流に関する各種方針に基づく中
期計画」に基づき、2020年度分を実施し、
点検・評価する。

A

・予算制約や限られたマンパワーを前提としつつ、緩や
か、かつ着実な国際交流活動を推進していくための基盤
を整備することができた。

A A

中期目標 中期計画

第３次中期目標・中期計画
中期計画に対する点検・評価

（3年間の総合評価）
2019年度点検・評価 2020年度点検・評価2018年度点検・評価

実施責任者による自己点検・評価



S： 計画に基づいた活動が行われ、十分に達成された。
A ：概ね計画に基づいた活動が行われ、ほぼ達成されている。
B ：計画に基づいた活動の達成がやや不十分である。
C： 計画に基づいた活動の達成が不十分であり、改善すべき点が多い。

新潟薬科大学第３次中期目標・中期計画（2018～2020年度）達成度 点検・評価表

分野 実行計画
達成度

自己評価
実行計画

達成度
自己評価

実行計画
達成度

自己評価
大学評価
室評価

中期目標 中期計画

第３次中期目標・中期計画
中期計画に対する点検・評価

（3年間の総合評価）
2019年度点検・評価 2020年度点検・評価2018年度点検・評価

実施責任者による自己点検・評価

研究 2-1
大学ビジョンの実現を目指し、社会
貢献に繋がる特色ある研究を展開す
る。

⑰

本学の研究についての基本方針を策定
し、それに基づき先進性、独自性、国際
交流への発展性、社会貢献への発展性等
の観点から研究を評価する仕組みを構築
する。

・「研究についての基本方針」を検討す
る。

C

・「研究についての基本方針」を策定し、学
内に周知する。
・「研究評価に関する仕組み」を検討する。

B

・「研究についての基本方針」に基づく実
施状況について点検・評価し、改善につな
げる。
・「研究評価要綱」を策定し、学内に周知
する。

C

重点研究推進プログラムの実施及び公正な研究活動の推
進のための研究倫理教育については、達成できた。
今後は、重点研究推進プログラムについて報告書及び発
表に基づく評価を行い、本プログラムの継続について検
討するとともに、研究設備等の共用化促進に向けた具体
的な施策が必要である。 B C

⑱

地域課題の解決・社会貢献への発展性の
高い研究を促進するため、社会的ニーズ
等に基づき、大学として重心をおくべき
研究テーマを設定・支援するための仕組
みを構築する。

・学外機関（国・県・関係機関）と連携し
社会的ニーズを把握するとともに、研究
テーマの設定・支援するための仕組みにつ
いて検討する。

B

・「研究テーマ設定・支援制度要綱（案）」
を検討する。

C

・「研究テーマ設定・支援制度要綱」を策
定し、学内に周知する。

B

個別案件にはそれぞれ対応しているものの、社会的ニー
ズの把握は困難で、本学としての仕組みの構築には至っ
ていない。

B C

2-2 研究推進力の向上を図る。 ⑲

競争的研究資金の申請者に何らかのイン
センティブを付与する等、研究者の研究
意欲を向上させるための環境や仕組みを
構築し、科研費を始めとする競争的研究
資金の申請件数と採択件数の増加に繋げ
る。

・インセンティブ付与条件等を含めた研究
意欲を向上させるための環境・仕組みを検
討する。

B

・「競争的研究資金申請・採択の推進に関す
る取り組み要綱（案）」を検討する。

B

・「競争的研究資金申請・採択の推進に関
する取り組み要綱」を策定、学内に周知
し、その効果を検証する。

B

科研費リトライ支援プログラムを創設し、不採択者への
支援を開始したものの、支援者の採択へは繋がっていな
い。応募前の計画調書の研究者同士のレビュー等採択率
向上に向けた取り組み等の検討が必要である。

B B

⑳

学内の共同研究を推進する仕組みを整え
る。また、他大学や研究機関との共同研
究や施設・設備の共同利用を奨励するこ
とで、研究活動の活性化を促進する。

・学内外での共同研究を推進する仕組みを
検討する。

B

・「共同研究推進プログラム要綱」を策定、
学内に周知する。

B

・「共同研究推進プログラム」の実施状況
について、点検・評価する。

A

重点研究推進プログラムの創設、実施や新潟大学との研
究交流会の開催など概ね達成できた。今後は新潟大学と
の多面的な共同研究の実施や大学間の共通機器の相互利
用等についても検討を進める。

A A

2-3
国際交流への発展性の高い研究を推
進する。

㉑
3～6ヶ月の海外研修制度を策定し、海外
協定大学と本学教員との研究者交流を通
じて交流・研修を実現する。

・「国際交流に関する教員の海外研修の方
針（案）」を検討する。

S

・「国際交流に関する教員の海外研修の方
針」及び同方針に基づく中期計画を策定し、
2020年度から派遣することを全教職員に周知
する。

A

・「国際交流に関する教員の海外研修の方
針」に基づく実施状況について、点検・評
価する。

A

・主として海外研修を希望する教員や職務上必要となる
教員が、研修を行ううえで日常業務や学生指導等を他の
教員や組織が代替できるような仕組みの構築には至らな
かったが、大学間協定校を活用し、これらの大学との連
携強化や学生の研修派遣事業の実施などとあわせて、教
員の海外研修が、教員、両大学、そして学生教育及び学
術研究の発展に寄与するよう、取り組んでいく必要があ
る。

B C

2-4
科学研究における健全性の向上を図
る。

㉒

研究における不正行為や研究者としてわ
きまえるべき基本的な注意義務等につい
て、教員及び大学院生向けの研究倫理教
育を積極的に行うとともに、学内ルール
の浸透を図る。

・研究倫理教育毎年度受講を実施する。
・未受講者へのインセンティブ（不利益）
を検討する。

S

・研究倫理教育の周知・徹底を図るととも
に、実施内容について点検・評価する。
・未受講者へのインセンティブ（不利益）を
含めた「研究倫理教育受講要領」を策定し、
学内に周知する。

A

・「研究倫理教育受講要領」に基づく実施
状況について、点検・評価する。

B

研究倫理教育については、e-ラーニング教材での実施に
より受講率100%を達成している。

A A

社会
貢献

3-1
大学ビジョン及び社会的ニーズを基
に社会貢献活動を充実させる。

㉓

大学ビジョンを基にした「社会連携・社
会貢献に関する方針（大学の教育研究成
果を適切に社会に還元するための社会連
携・社会貢献に関する方針）」を策定・
共有するとともに、点検・評価を行うこ
とで改善・向上に向けて取り組む。

・本学のビジョンに基づき、本学の社会連
携・社会貢献のあるべき姿について検討
し、「社会連携・社会貢献に関する方針」
を策定する。

A

・定めた方針を本学HPにおいて学外公開する
とともに、全教職員に周知する。特に関連の
強いセンターや委員会への徹底を図り、方針
に基づき実行する。

B

・方針にのっとり社会連携・社会貢献活動
が行われたか、大学評価室による検証を受
け、必要に応じて改善活動を行う。

A

2018年度末には「社会連携・社会貢献に関する方針」を
策定し、学内への周知を行った。社会連携・社会貢献に
係る点検・評価の指標のひとつとして、本学の社会連
携・社会貢献をまとめた『社会連携・社会貢献白書』を
作成し、ホームページで公表するなどができた。 A A

㉔
本学で現在展開している社会貢献活動を
体系化し、組織体制を整備する。

・本学各部署における社会貢献活動を洗い
出し、必要な組織及び組織間の連関につい
て検討する。

C

・㉚と関連して組織図や規程類の整備案を運
営会議に提案し、H32年度の組織見直しを実
現する。

B

・見直し後の体制における活動を経て、年
度末に点検・評価を行い、必要に応じて改
善策を立案する。

A

当面は地域連携推進室が地域連携・地域貢献の本学窓口
としての機能を継続することとし、本学が展開している
社会貢献活動に関する情報を学内から集約することで
『社会連携・社会貢献白書』という誰でも目に見える形
にまとめ上げ、学内外に対し公開することができた。 A A

㉕

リカレント教育活動を展開する等、地域
における「知の拠点」として、幅広い年
齢層を対象として積極的に学習機会を提
供する。

・社会貢献の一環として、新潟県内におい
てリカレント教育活動を実施する。
・社会貢献の一環として、新潟県外におい
てリカレント教育活動を実施する。
・「社会連携・社会貢献に関する方針」に
基づく実施状況を踏まえ、ニーズの把握・
分析、各種事業の体系化、担当組織の整
理・見直し、広報の在り方の検討、及び自
己研鑽の支援を念頭におきつつ財政とのバ
ランスを考慮した受講料設定の再検討を行
う。

B

・社会貢献の一環として、新潟県内において
リカレント教育活動を実施する。
・社会貢献の一環として、新潟県外において
リカレント教育活動を実施する。
・「社会連携・社会貢献に関する方針」に基
づく実施状況について点検・評価し、必要に
応じて改善策を立案する。

A

・社会貢献の一環として、新潟県内におい
てリカレント教育活動を実施する。
・社会貢献の一環として、新潟県外におい
てリカレント教育活動を実施する。
・「社会連携・社会貢献に関する方針」に
基づく実施状況について点検・評価し、次
年度以降の中期実施計画を作成する。

A

・コロナ禍における新しい生活様式を模索するなか、今
後はポストコロナにおいてもリカレント教育の実施方法
の主流は「ハイブリッド」方式となることを見据え、3
年間の後半では試行錯誤を繰り返しながら、必要な検討
や準備ができた。今後は、薬剤師向け生涯研修認定制度
に加えて、一般市民を対象とした医療・健康系の啓蒙講
座等の再開や、感染防止や受講しやすい環境づくりに配
慮した新たなリカレント教育の推進に向けて、テーマ選
定を含め、社会貢献に努めていくことが求められる。 A A

3-2
ＦＤ活動を通じて、社会貢献を展開
するにあたり必要な知識等を身に付
ける。

㉖
全ての教員を対象とし、社会貢献に必要
な知識・能力の習得や社会的ニーズを把
握するための研修を実施する。

・他大学等の社会貢献活動実績及びその組
織・運営形態を調査し、本学における運営
上の課題・改善点等の洗い出しを行う。

B

本学の教育研究機関及び担当教職員と連携
し、社会的ニーズの調査及び学内における実
行体制の確立に向けた検証を行う。

B

・全教員を対象に社会貢献に関する講演
会・研修会等を開催し、必要な知識の定着
や社会的ニーズの共有を図る。

A

新型コロナウィルス感染症の影響により紆余曲折はあっ
たが、最終的には、外部講師からのTeamsによる開催に
辿り着くことができた。

A A

大学
運営

4-1

本学の掲げる理念・目的やビジョン
の実現に向けて、学長のリーダー
シップの下、教職員が高い士気と一
体感を持って活動できる環境を整備
する。

㉗

「大学運営に関する方針（大学の理念・
目的、大学の将来を見据えた中長期計画
等を実現するために必要な大学運営に関
する大学としての方針）」を策定・共有
するとともに、点検・評価を行うことで
改善・向上に向けて取り組む。

・「大学運営に関する方針」を策定し、平
成31年度から実施することを学内に周知す
る。

C

・「大学運営に関する方針」に基づき運営す
る。

A

・「大学運営に関する方針」に基づく運営
内容について点検・評価し、必要に応じて
改善する。

A

方針策定のスケジュールに遅れがあったが、その後の方
針に基づく運営や点検・評価・改善のサイクルは、適切
に回すことができた。

A A

㉘

大学として求める教員像と合わせて各学
部・研究科等の「教員組織の編制に関す
る方針（各教員の役割、連携の在り方、
教育研究に係る責任所在の明確化等）」
を策定し、適切に明示するとともに、点
検・評価を行うことで改善・向上に向け
て取り組む。

・大学として求める教員像を策定する。
・各学部・研究科等の「教員組織の編制に
関する方針」を検討する。

C

・「教員組織の編制に関する方針」を策定
し、各学部等の教職員に周知し、方針にのっ
とった教員組織を編成する。

A

・各学部等の「教員組織の編制に関する方
針」にのっとって、適切な教員組織が編制
されているかを点検・評価し、改善に向け
て取り組む。

B

方針策定のスケジュールに遅れがあったが、その後の方
針に基づく運営や点検・評価・改善のサイクルは、概ね
適切に回すことができた。

A A

㉙

全教職員に対して大学ビジョンの理解度
の浸透を図るとともに、ビジョンの達成
度を検証し、諸活動の改善に繋げるため
の仕組みを構築する。

・全教職員の共通理解を図るためSDを実施
する。
・ビジョンの浸透度の検証方法を策定す
る。

S

・全教職員のさらなる理解を図るためSDを実
施する。
・ビジョンの浸透度を検証し、改善に向けて
取り組む。

A

・ビジョンの浸透度や達成度について検証
し、改善に向けて取り組む。

A

・大学ビジョンについては、3年間を通して、ホーム
ページや学生便覧に掲出し、視覚的な訴求も図ってきた
ほか、本学の各種施策や、全学的な「3つのポリシー」
の見直しを通して、全ての教職員が大学ビジョンについ
て再認識のうえ、「3つのポリシー」に反映させたこと
は、大学ビジョン推進室の使命の一つである本学ビジョ
ンの人材育成における反映につなげたものであり、評価
できる。

A B

㉚

全学委員会及び学部委員会の役割や権限
等について、組織の統廃合を含めて整理
するとともに、大学執行部の役割や権限
と合わせて学内共有を図る。

・大学執行部構成員の役割と権限等を明確
化し、学内に周知する。
・「大学運営に関する方針」に基づき、全
学委員会及び学部等委員会の役割や権限等
の統廃合を含めて検証し、新年度体制案を
策定する。

A

・大学執行部構成員、全学委員会及び学部等
委員会の1年間の運営状況を検証し、2020年
度の組織の改善につなげる。

A

・大学執行部構成員、全学委員会及び学部
等委員会の1年間の運営状況を検証し、
2021年度の組織の改善につなげる。

A

・「新潟薬科大学大学運営に関する方針」に基づき、学
内各組織の役割と権限等が明確化された中、概ね各組織
が同方針に基づいて活動できたことは、大学の内部質保
証体制の強化につながることから、評価できる。
・大学運営体制の一環として整備される委員会について
は、教職員の業務負担の軽減と、学生対応に傾注できる
ように、委員会定数や委員会数の削減につなげることが
でき、委員会活動の迅速化や感染防止対策にも寄与でき
た。
・今後は、構築した大学運営体制について、本学の規模
や課せられた使命、経営環境を踏まえ、より迅速かつわ
かりやすい意思決定が可能な体制に絶えず志向していく
ことが求められる。

A A

㉛

「教育研究等環境の整備に関する方針
（学生の学習や教育研究活動に関して、
環境や条件を整備するための方針）」を
策定し、共有するとともに、点検・評価
を行うことで改善・向上に向けて取り組
む。

・「教育研究等環境の整備に関する方針」
を策定し、全教職員に周知する。

C

・「教育研究等環境の整備に関する方針」に
基づき中長期の計画を策定する。

A

・「教育研究等環境の整備に関する方針」
に基づく中長期の計画の2020年度分を実施
する。

C

教育研究環境の整備については、概ね達成できた。今後
は新学部設置を踏まえた教育研究環境の整備が必要であ
る。

B A

4-2
本学の掲げる理念・目的やビジョン
に基づく戦略的な広報活動を展開す
る。

㉜

ブランド化を促進するため、ターゲット
に応じた中長期的な「広報戦略プラン
（重点分野・実施体制・目標値含む）」
を策定・共有するとともに、点検・評価
を行うことで改善・向上に向けて取り組
む。

・ブランド化すべき学内活動の抽出を行
う。
・広報ターゲットを明確にする。
・ターゲットごとの広報戦略を策定する。

B

・広報戦略プランに基づいた広報活動を実施
する。
・広報活動の点検評価を実施し、次期広報戦
略プランを策定する。

B

・広報戦略プランに沿った広報活動を実施
する。
・広報活動の点検評価を実施し、次期広報
戦略プランを策定する。

B

・広報力が増し、従来の方法を見直し、新しい視点で広
報活動を行うことができた。
・予算規模に見合うため、数字の分析を検証し、効果的
に進める必要がある。

B B

㉝
学内活動の情報集約力と情報発信力を強
化する。

・学内活動の情報収集・発信の現状把握と
改善点を明確にする。
・情報を集約する部署、手順を明確に整理
する。

B

・方針に基づいた、情報発信活動を実施す
る。
・点検評価、効果検証を実施し、必要に応じ
て改善する。

B

・点検評価、効果検証を実施し、必要に応
じて改善する。

B

・新潟県において本学は認知されている。応用生命科学
部、生命産業創造学科についても徐々に浸透してきてい
る。ここから結果に結びつけるためには、学びの内容も
含めて、検討を続けていく必要があると感じる。
・オープンキャンパス等、来場する方法は今後も制限が
あることが予想されることから、個別での相談等、地道
に行い、志願者確保、入学者確保につなげていく。
・2023年度に新設学部2つを加えて、4学部5学科の体制
となる。各学部の魅力を発信できるように広報体制の充
実を図っていく

B B

㉞
入学定員の確保に向けた広報活動の効率
的かつ積極的な展開を推し進めるため、
人員配置等の適切な資源配分を行う。

・実施中の広報活動とその効果の把握をす
る。
・継続すべき広報活動の抽出と新たな広報
活動の選定を行う。
・必要業務に応じ、学内の人員配置を再検
討する。

A

・入試広報、大学広報の基本方針を策定す
る。
・必要に応じて、外部委託による、過去の実
施内容について効果検証を行う。

B

・方針に基づく入試広報、大学広報の実
施。
・実施内容について効果検証を実施し、必
要に応じて改善する。

B

広報スタッフの充実により、広報室、学部広報委員会並
びに入試課との連携が強固になり、意思決定等がスムー
ズに進むようになった。

B B

4-3
ハラスメント等の人権侵害の防止体
制の強化を図る。

㉟
法人本部事務局と連携し、ハラスメント
等の未然防止と発生時の対応について、
組織的かつ実効的な体制を確立する。

・ハラスメントに関する体系的な未然防止
策を策定する。
・ハラスメント発生時の対応マニュアルを
策定する。

C

・ハラスメントに関する体系的な未然防止策
及びハラスメント発生時の対応マニュアルを
検証し、必要に応じて見直しを行う。

B

・ハラスメントに関する体系的な未然防止
策及びハラスメント発生時の対応マニュア
ルを検証し、必要に応じて見直しを行う。

B

・法人本部へ申入れを行い、相談員向けマニュアルの作
成、ハラスメント相談の流れ（フロー図）を作成するな
ど、いままで足りていなかった部分の対応は行って来
た。また、法人本部との連携により、最終年度にハラス
メント相談員への研修会を行うなど、例年より多くの研
修会を開催できたことから、ある程度評価できると考え
ている。
次年度以降についても法人本部との連携をさらに強化
し、ハラスメントの未然防止策を検討しつつ、学生及び
教職員に対し、啓発活動を行いたい。

B B



S： 計画に基づいた活動が行われ、十分に達成された。
A ：概ね計画に基づいた活動が行われ、ほぼ達成されている。
B ：計画に基づいた活動の達成がやや不十分である。
C： 計画に基づいた活動の達成が不十分であり、改善すべき点が多い。
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㊱
学生や教職員の更なる人権意識の向上を
図るため、定期的にハラスメント等に関
する啓発や研修を実施する。

・人権意識を向上させるための啓発や研修
等に関する方針を策定する。
・全教職員を対象に、啓発活動を行うとと
もに、ハラスメントに関する研修会等を実
施する。
・全学生を対象に、啓発活動を行うととも
に、ハラスメントに関する講習会等を年１
回は実施する。

B

・人権意識を向上させるための啓発や研修等
に関する方針を検証し、必要に応じて見直し
を図る。
・全教職員を対象に、啓発活動を行うととも
に、ハラスメントに関する研修会等を実施す
る。
・全学生を対象に、啓発活動を行うととも
に、ハラスメントに関する講習会等を年１回
は実施する。 B

・人権意識を向上させるための啓発や研修
等に関する方針を検証し、必要に応じて見
直しを図る。
・全教職員を対象に、啓発活動を行うとと
もに、ハラスメントに関する研修会等を実
施する。
・全学生を対象に、啓発活動を行うととも
に、ハラスメントに関する講習会等を年１
回は実施する。 B

・人権意識を向上させるための啓発や研修等に関する方
針の策定については、引続き検討を行い、次年度策定す
ることとする。
・ハラスメントに関する教職員を対象とした研修会等
は、ある程度計画通りに実施してきたことからある程度
評価はできると考えている。
・全学生を対象に啓発活動を行う機会としては、可能な
範囲で対応しており、評価できると考えている。なお、
学生向けの講演等は、オリエンテーション時が最適であ
ると考えているため、次年度以降は可能な範囲となる
が、対応を継続する予定である。

B B

4-4
本学の教育研究の活性化を促進し、
教育研究機関としての質を保証する
ために教員評価制度を実施する。

㊲
平成30年度から実施する教員評価制度の
点検・評価を行い、より公正で納得性の
高い評価制度の確立を目指す。

・前年度策定の規程・実施要項にのっと
り、活動評価を実施する。
・より公正な評価ができるよう２回目の評
価者研修を行う（以降毎年度実施する）。

A

・新年度開始後速やかに評価者・被評価者に
アンケートを行い、教職員に結果を開示する
とともに、制度改善に向けて検討を行う。
・教育研究活動の活性化や組織目標の達成に
及ぼす効果等、本制度の適切性の検証方法に
ついて検討する。

B

・前年度の検証結果や改善策に基づいて、
教員評価を実施する。
・前年度検討した検証方法に従って検証す
る。
・本学の求める教員像の実現を教員活動評
価に連動させる等、より実効的な評価制度
の実施に向けて方策を検討する。

C

本評価を導入して3年が経過し、面談の均質化を目的と
した確認シートの作成や業績入力フォームのカスタマイ
ズ等毎年微調整を行いながら、評価の浸透を図った。評
価者、被評価者ともに評価に慣れてきたと思われる。一
方で、自己評価の偏りや目標設定の難易度の問題が解消
されず、評価結果の高い者へのインセンティブの付与に
活用することは現行制度では困難である。制度改正の具
体的な検討に着手するに至らなかったことから、やや不
十分な活動であったと判断する。

B B

4-5
大学の財務状況を点検・評価し、改
善に向けて取り組むための仕組みを
構築する。

㊳
予算配分の適切性や予算執行の効果を分
析・検証する仕組みを構築する。

・各種事業の内容と配分予算を管理し、執
行状況を定期または随時に分析・検証する
仕組み（基準・体制・プロセス等を構築す
る。
・事業の「選択と集中」の意識を念頭に、
予算編成の基本方針を見直す。

S

・構築した方法に基づき各種事業の内容と予
算執行の効果を検証し、その結果を2020年度
予算編成の基本方針に反映させる。
・検証の仕組みが機能しているかを点検・評
価し、必要に応じて改善する。

A

・構築・改善した方法に基づき各種事業の
内容と予算執行の効果を検証し、その結果
を2021年度予算編成の基本方針に反映させ
る。
・構築・改善した検証の仕組みが機能して
いるかをを点検・評価し、必要に応じて改
善する。

A

・本学の財務状況が厳しいなか、限られた財源を有効活
用するために「新潟薬科大学当初予算要求の手続き等に
関する要項」を制定し、予算構築上の仕組み及び手続き
（プロセス）をより明確化するとともに、従前の予算の
執行結果に関する点検・評価を予算単位に義務付け、翌
年度以降の当初予算及び事業計画が効率的かつ効果的に
なるように改めたことは評価できる。また、研究費及び
学生実習費等の「配分基準額」については、予算W.G.を
中心に議論を重ね、実態に即した支出規模に見直したほ
か、予算ヒアリングの制度を定着化させることで、本学
における予算の重要性や経費節減の考え方を根付かせた
ことも手伝い、学生確保の状況は厳しいものの、決算時
における経常収支の回復につなげた。

A B

㊴
業務の効率化やコスト節約を促進するた
めの仕組みを構築し、実行する。

・全教職員が意識を変え、業務効率化やコ
スト削減につながる共通の取り組みを検討
し、実行する。
・光熱水使用量の平成29年度比1％削減を
目指す。

A

・全教職員が業務効率化やコスト削減の促進
策を実施する。
・促進策を検証し、必要に応じて見直しを図
る。
・光熱水使用量の2017年度比2％削減を目指
す。 A

・全教職員が業務効率化やコスト削減の促
進策を実施する。
・促進策を検証し、必要に応じて見直しを
図る。
・光熱水使用量の2017年度比3％削減を目
指す。 A

・コスト削減を促進するための方策に則り、ＬＥＤ化工
事や省エネ対策事業、一部会議のペーパーレス化に着手
し、実施できた。
・光熱水費については、使用量を2017年度比3%以上の削
減を達成できた。
・教職員及び学生への省エネ意識への更なる啓蒙活動の
推進が必要である。

A A

㊵
各種の修学支援事業と合わせて、入学定
員や学納金、教員数や人員配置等の適切
性を点検・評価する。

・安定した財務基盤を確立するため、あら
ゆる選択肢を排除しないで検証を行い、当
面の財政基盤改善方策を策定する。
・過年度から実施の奨学事業について費用
対効果を検証し、一定程度（公的支援制度
の導入を見据え大学として削減割合と目標
を設定）の減額を行う。（経済困窮者への
支援は除く。）
・入学定員や学納金、教職員数や人員配置
等それぞれの適切性を点検・評価する仕組
み（基準・体制・プロセス等）を構築し、
その体制の下、課題の洗い出しや適正値等
の検討を行う。

A

・当面の財政基盤改善方策を実行し、その効
果を検証し、次年度への改善につなげる。
・2019年度に新規実施の奨学事業について費
用対効果を検証し、一定程度の減額を行う。
・入学定員や学納金、教職員数や人員配置、
組織の改組等について法人本部事務局との連
携の下検討し、大学改革計画を策定する。

A

・当面の財政基盤改善方策を実行する。
・奨学事業について費用対効果を検証し、
減額の可能性を検討する。
・新潟薬科大学改革計画（仮称）に基づ
き、適時・適切に準備又は実行する。

A

・当面の財政基盤の「改善策」として、研究費、学生実
習費及び奨学事業、さらには大型事業（学生会館、新潟
駅前キャンパス、新津駅西口キャンパス（いずれも仮
称））の凍結や廃止を行うことで、経常収支の改善につ
なげたことは評価できる。また、「薬用植物園」や「薬
草・薬樹交流園」の在り方、奨学事業の抜本的な見直し
など、予算W.G.や大学ビジョン推進室の検討のうえに、
運営会議において改善策の判断を行い、教育研究評議会
を経て学長が適時判断するという、大学運営上の好サイ
クルを確立できた。 A B

4-6 本学の財政基盤の強化を図る。 ㊶
財政基盤強化のため、基金化や事業化
等、資金獲得の新たな仕組みを導入す
る。

・法人本部事務局と連携し、財政基盤強化
のため、基金化や事業化等、資金獲得の新
たな仕組みを検討する。

B

・当面の財政基盤強化策について、実施に向
けた準備を行う。

B

・当面の財政基盤強化策を実行する。

A

・当面の財政基盤の「強化策」として、「新潟薬科大学
新学部設置等に関する基本計画」を策定し、財政基盤の
強化を図ることとし、調査・準備を本格化させたことは
評価できる。これらの計画の具現化により、系列校を含
む財政基盤の改善・強化、ひいては学園全体の財政基盤
の強化に寄与するものとして、首尾よく計画を進めるこ
とが大いに期待される。
・なお、今後は少子化がさらに進行することが、人口動
態統計からも明らかであることから、本学の新学部の設
置計画の実現と同時に、絶えず学部学科の見直しや新た
な将来計画を検討するための、必要な調査・調整を図る
ことが不可欠である。

A A
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